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弁
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す
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す
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す
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す
る
規
則
…
…（
同
）…
�

訓

令

○
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
総
務
局
人
事
部
職
員
支
援
課
）…
�

○
非
常
参
集
訓
練
に
参
加
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一

部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

規

則

東
京
都
に
お
け
る
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
特
定
事
業
主
等
を
定

め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
号

東
京
都
に
お
け
る
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
特
定
事

業
主
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
に
お
け
る
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
特
定
事
業
主
等
を
定

め
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
東
京
都
規
則
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
中
「
平
成
三
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
職
員
の
退
職
管
理
の
運
営
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
一
号

東
京
都
職
員
の
退
職
管
理
の
運
営
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
職
員
の
退
職
管
理
の
運
営
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
東
京
都
規
則
第
七
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
「
公
益
財
団
法
人
後
藤
・
安
田
記
念
東
京
都
市
研
究
所

公
益
財
団
法
人
城
北
労
働
・
福
祉
セ
ン
タ
ー

」
を
「
公
益
財
団
法
人
後
藤
・
安
田

記
念
東
京
都
市
研
究
所
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
職
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
規
則
第
百
二
号

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
職
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
職
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
東
京
都

規
則
第
百
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
本
局
の
項
中
「
及
び
課
長
代
理
（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進
担
当
）
」
を
「
、
課
長
代
理

（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進
担
当
）
及
び
課
長
代
理
（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
監
理
担
当
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
三
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京

都
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
第
四
号
を
第
六
号
と
し
、
第
三
号
を
第
五
号
と
し
、
第

二
号
を
第
四
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二

勤
務
時
間
条
例
第
十
九
条
第
二
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
二
十
条
の
二
の
規
定
に
よ

り
母
子
保
健
健
診
休
暇
を
承
認
さ
れ
て
い
る
場
合

三

勤
務
時
間
条
例
第
十
九
条
第
二
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
二
十
条
の
二
の
規
定
に
よ

り
妊
婦
通
勤
時
間
を
承
認
さ
れ
て
い
る
場
合

第
十
九
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
十
五
条
第
二
項
第
四
号
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
第
六
号
」
に
改

め
る
。

附
則
第
二
項
第
一
号
中
「
三
千
円
」
を
「
五
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
二
千
円
」
を
「
三

千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
三
千
円
」
を
「
五
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
中

「
二
千
円
」
を
「
三
千
円
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
項
中
「
東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和

二
年
東
京
都
条
例
第
六
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
五

号
ま
で
及
び
附
則
第
五
項
の
改
正
規
定
並
び
に
次
項
か
ら
附
則
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

２

前
項
た
だ
し
書
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期

末
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
項
第
一
号
か

ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
は
、
令
和
三
年
一
月
八
日
（
以
下
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３

適
用
日
前
に
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
非
常
勤
職
員
の
報
酬
、

費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則

第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た
給
与
条
例
第
十

三
条
に
規
定
す
る
特
殊
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
で
、
適
用
日
以
後
に
支
給
す
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
二
暦
日
に
わ
た
る
勤
務
の
取
扱
い
）

４

改
正
後
の
規
則
附
則
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
は
、
二
暦
日
に
わ
た
る
勤
務
に
あ
っ
て

は
、
適
用
日
以
後
に
始
ま
る
勤
務
か
ら
適
用
し
、
適
用
日
前
か
ら
始
ま
る
勤
務
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

（
給
与
条
例
第
十
三
条
に
規
定
す
る
特
殊
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
の
内
払
）

５

改
正
前
の
規
則
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
条
例
第
十
三
条
に
規
定
す
る
特
殊
勤
務
手
当
に

相
当
す
る
報
酬
を
支
給
さ
れ
た
職
員
で
、
改
正
後
の
規
則
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
条
例
第

十
三
条
に
規
定
す
る
特
殊
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

改
正
前
の
規
則
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
た
給
与
条
例
第
十
三
条
に
規
定
す
る
特
殊
勤

務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
は
、
改
正
後
の
規
則
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
給
与
条
例
第
十
三
条
に
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規
定
す
る
特
殊
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
の
内
払
と
み
な
す
。

警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
四
号

警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
東
京
都
規
則
第
五
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
五
項
第
一
号
中
「
三
千
円
」
を
「
五
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
二
千
円
」
を
「
三

千
円
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
項
中
「
東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和

二
年
東
京
都
条
例
第
六
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
」
を
削
る
。

別
表
１
の
部
⑴
の
項
イ
中
「
外
事
第
三
課
」
の
下
に
「
、
外
事
第
四
課
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二

号
並
び
に
附
則
第
六
項
の
改
正
規
定
並
び
に
次
項
か
ら
附
則
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

２

前
項
た
だ
し
書
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
項
の
規
定
は
、
令
和
三
年
一
月

八
日
（
以
下
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３

適
用
日
前
に
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
警
視
庁
職
員
の
特
殊

勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
業
務
に

従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た
特
殊
勤
務
手
当
で
、
適
用
日
以
後
に
支
給
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
爆
発
物
等
処
理
手
当
の
内
払
）

４

改
正
前
の
規
則
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
爆
発
物
等
処
理
手
当
を
支
給
さ
れ
た
職
員
で
、
改
正

後
の
規
則
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
爆
発
物
等
処
理
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
改
正
前
の
規
則
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
た
爆
発
物
等
処
理
手
当
は
、
改

正
後
の
規
則
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
爆
発
物
等
処
理
手
当
の
内
払
と
み
な
す
。

訓

令

◉
東
京
都
訓
令
第
十
二
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
七
年
東
京
都
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
一
条
の
三
中
「
本
庁
職
場
（
東
京
都
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
四
号
。

以
下
「
組
織
規
程
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
に
定
め
る
本
庁
の
局
の
分
課
、
組
織
規
程
第
三
十
一

条
に
定
め
る
本
庁
行
政
機
関
の
う
ち
そ
の
所
在
地
が
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
に
あ
る
機
関
、

労
働
委
員
会
事
務
局
及
び
収
用
委
員
会
事
務
局
に
属
す
る
職
員
の
勤
務
す
る
場
所
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
う
ち
、
」
を
「
職
務
の
性
質
に
よ
り
特
別
の
勤
務
形
態
に
よ
っ
て
勤
務
す
る
必
要
の
あ
る
職

員
の
勤
務
す
る
職
場
以
外
の
職
場
並
び
に
そ
の
他
の
職
場
で
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
職
員
の

申
告
を
考
慮
し
て
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る

も
の
と
し
て
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
二
中
「
組
織
規
程
」
を
「
東
京
都
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
四

号
）
」
に
改
め
、
「
、
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
長
」
を
削
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）
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正
規
の
勤
務
時
間
の
割
振
り

休
憩
時
間

午
前
七
時
か
ら
午
後
三
時

四
十
五
分
ま
で

正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
。
た
だ
し
、
命
令
権
者
が
認
め
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
命
令
権
者
は
、
午
前
十
一
時
三
十
分

か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で
又
は
午
後
零
時
三
十
分
か
ら
午
後

一
時
三
十
分
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
時
間
を
休
憩
時
間
と
し
て
各

職
員
に
つ
い
て
指
定
し
、
ま
た
、
総
務
局
長
が
別
に
定
め
る
職

員
に
つ
い
て
は
、
命
令
権
者
は
、
午
前
休
憩
型
（
午
前
十
一
時

か
ら
正
午
ま
で
又
は
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
の
い
ず
れ
か
の

時
間
を
休
憩
時
間
と
す
る
型
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
午

後
休
憩
型
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
又
は
午
後
一
時
か
ら
午

後
二
時
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
時
間
を
休
憩
時
間
と
す
る
型
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
い
ず
れ
か
の
型
を
採
用
し
、
各
職
員
に

つ
い
て
休
憩
時
間
を
指
定
す
る
。

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午

後
四
時
十
五
分
ま
で

午
前
八
時
か
ら
午
後
四
時

四
十
五
分
ま
で

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午

後
五
時
十
五
分
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時

四
十
五
分
ま
で

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午

後
六
時
十
五
分
ま
で

午
前
十
時
か
ら
午
後
六
時

四
十
五
分
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
午

後
七
時
十
五
分
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で
。

午
前
十
一
時
か
ら
午
後
七

時
四
十
五
分
ま
で

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
十
三
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

非
常
参
集
訓
練
に
参
加
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
平
成
七
年

東
京
都
訓
令
第
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
中
「
、
規
程
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を

加
え
る
。

た
だ
し
、
規
程
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
表
と
同
じ
正
規
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
指
定

を
受
け
た
職
員
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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